
日本人と同様に外国人労働者に対しても、労働条件
通知書の提示や就業規則の周知は「義務」ですが、
外国人の母国語で用意することは現状「努力義務」
となっています。
したがって、ベトナム語で記載された労働条件
通知書や就業規則があるほうが好ましいですが、
ベトナム語で作成しなければならないという
義務まではありません。
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�

外国人従業員が読める
労働条件通知書・就業規則を
作成する義務はある？

労使トラブル、助成金・給与計算で
お困りのことがあれば、
お気軽にお問い合わせください。

ご相談ください

初めてベトナム人の従業員を採用します。
ベトナム語で記載した労働条件通知書や
就業規則を作成する必要がありますか？

外国語と日本語併記の
労働条件通知書のひな形が欲しい方は
ご連絡ください。
対応言語：英語、中国語etc

� ベトナム語で作成することは「努力義務」
になります。

出典：厚生労働省 外国人労働者向けモデル労働条件通知書（ベトナム語）


